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注：介護保険の認定は要支援(1～2)、要介護(1～5)と７つの区分に分かれています。
また、サービス利用時の費用負担も収入に応じて1～3割で設定されています。
サービス利用時は、上記認定区分や負担割合、さらには利用目的などによっても利用回数や料金、
サービス内容がそれぞれ異なります。

①申請

⑦更新・変更

③1次判定・2次判定

④結果通知

②認定調査・主治医意見書

⑤ケアプラン作成⑥サービス利用

市の長寿福祉課が窓口です。
申請は本人家族のほか、包括
やケアマネなどが代行できます。

【認定調査】
調査員が自宅などを訪問
し、心身の状況について
聞き取ります。

【主治医意見書】
心身の状況について、専
門家の立場で意見書を
作成します。

コンピュータ判定(1次判定)、
介護認定審査会(2次判定)に
よって審査・判定が行われます。

認定には有効期間があり
ます。状況に応じて更新や
区分の見直しができます。

サービス計画書に基づき、必
要な介護保険サービスを利
用できます。

包括やケアマネがサービス計画
書(ケアプラン)を作成します。

市役所から認定結果を通
知します。結果は郵便書
留で自宅に届きます。

こんにちは！滝尾地域包括支援センターです。

年齢を重ねる中で、「これからの暮らし」に不安を感じることはありませんか。そんなときに心

強い支えとなるのが「介護保険」です。必要なときに安心してサービスを利用できるよう、今回

は介護保険サービスの利用方法について分かりやすくご紹介しますので、気になる方は気軽にお

問い合わせください。また、5月に下郡のあおぞら公園で開催された『あおぞらフェスタ＆防災

フェス』内での介護予防教室の様子も掲載しています。

介護保険サービスの利用方法

「介護保険」とは40歳以上の人が加入する社会保険制度で、介護や支援が必要となったとき

に所定の介護サービスを提供し、本人とその家族を支援するしくみです。

また「できるかぎり介護を要する状態にならないように」という介護予防にも重点を置いていま

す。サービスを利用するためには、下図の手順で要介護(要支援)認定の申請を行い、認定を受け

る必要があります。

◎対象者(被保険者)：①65歳以上の人 ②40～64歳までの医療保険に加入している人のうち特

定疾病に該当する人
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全身筋力の

目安になるよ

握力測定

滝尾は一つ！

介護予防教室 in

5/10(日)、下郡のあおぞら公園で毎年行われております『第５回 あおぞらフェ

スタ＆防災フェス』でイベント型介護予防教室を開催しました。

今年の「介護予防教室」は、介護予防にまだ関心のない方々に、介護予防に関心

を持ってもらうこと、そして地域包括支援センターの周知を目的としたものです。

社会福祉法人松山会のスタッフ・明治安田生命のスタッフにも協力いただき、フ

レイルチェックや握力測定、べジチェックを行い、多くの方にご来場いただきまし

た。

参加いただいた方々には、現在のご自身の状態を把握する機会となり、ご自宅で

取り組める体操などフレイル予防のポイントを紹介させていただきました。

野菜足りてる？
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※大分市「フレイル予防手帳」から


